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「第３期宇治市地域福祉計画（初案）」からの修正箇所 

 

地域福祉推進委員会等からのご意見により修正を行いました。（１５箇所） 

№ 初案 最終案 

１ ＜目 次＞ 

第１章 略 

第２章 宇治市の地域福祉を取り巻く環境と課題 

１～２ 略 

３ 第３期宇治市地域福祉計画で取り組むべき宇治市の課題 

第３章 第３期宇治市地域福祉計画の概要 

１～６ 略 

第４章 略 

＜目 次＞ 

第１章 略 

第２章 宇治市の地域福祉を取り巻く環境と課題 

１～２ 略 

３ 第３期計画で取り組む宇治市の課題 

第３章 第３期計画の基本的な考え方と方向性 

１～６ 略 

第４章 略 

２ Ｐ．６ 

４ 計画の位置付けと関連法令等 

（１）計画の位置付け 

 

本計画は、社会福祉法第 107条に基づく（略） 

また、地域の様々な社会資源とのネットワークを有する宇治市社会福祉協議会が策

定する宇治市地域福祉活動計画においては、緊密な連携・協働の体制により推進しま

す。 

 

 

Ｐ．６ 

４ 計画の位置付けと関連法令等 

（１）計画の位置付け 

 

本計画は、社会福祉法第 107条に基づく（略） 

また、本計画は、地域の様々な社会資源とのネットワークを有する宇治市社会福祉

協議会が策定する宇治市地域福祉活動計画と緊密な連携・協働の体制により推進しま

す。 

 

 

 

 

 

資料２ 
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№ 初案 最終案 

３ Ｐ．１７ 

（２）人口動態 

出生数の状況をみると、年々減少し、令和元年では 1,038人となっています。死亡数

の状況をみると、年によって増減はありますが、令和元年では 1,762 人となっており、自

然減となっています。 

転入・転出の状況をみると（略） 

 

自然動態（出生・死亡）の推移 

※グラフ 

 

社会動態（転入・転出）の推移 

※グラフ 

 

Ｐ．１７ 

（２）人口動態 

出生数の状況をみると、減少傾向となっており、令和２年では 1,118 人となっていま

す。死亡数の状況をみると、年によって増減はありますが、令和２年では 1,821人となっ

ており、自然減となっています。 

転入・転出の状況をみると（略） 

 

自然動態（出生・死亡）の推移 

※グラフデータの更新（令和３年度市政概要のデータ追加） 

 

社会動態（転入・転出）の推移 

※グラフデータの更新（令和３年度市政概要のデータ追加） 

 

４ Ｐ．１８ 

（３）将来人口推計  略 

 

（４）高齢者世帯の推移 

高齢者世帯の状況については、増加し続けており、特に高齢者一人暮らし世帯、高

齢者夫婦のみ世帯は平成 12年に比べ 2倍以上となっています。 

 

高齢者世帯の推移 

※グラフ 

 

Ｐ．１８ 

（３）将来人口推計  略 

 

（４）高齢者世帯の推移 

高齢者世帯の状況については、増加し続けており、特に高齢者一人暮らし世帯、高

齢者夫婦のみ世帯は平成 12年に比べ 2.8倍以上となっています。 

 

高齢者世帯の推移 

※グラフデータの更新（令和２年国勢調査のデータ追加） 
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№ 初案 最終案 

５ Ｐ．１９ 

（５）要支援・要介護認定者の推移 

要支援・要介護認定者については、年々増加しており、令和２年では 10,789 人とな

っています。 

 

要支援・要介護認定者の推移 

  ※グラフ 

 

※平成 16年については要支援 

（追加） 

資料：宇治市の健康福祉 

 

（６）障害者手帳の交付状況  略 

 

Ｐ．１９ 

（５）要介護・要支援認定者の推移 

要介護・要支援認定者については、年々増加しており、令和２年では 10,551 人とな

っています。 

 

要介護・要支援認定者の推移 

  ※グラフデータの変更 

 

※平成 16年については要支援のみ 

※認定者数は各年９月末日（平成 16年は 10月末日）の値 

資料：宇治市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

 

（６）障害者手帳の交付状況  略 

 

６ Ｐ．20 

（７）生活保護世帯数の推移  略 

 

（８）ボランティア登録団体数と登録人数 

ボランティア登録団体数は、令和元年に比べ減少し、令和２年で 50 団体となってい

ます。団体登録人数、個人登録人数は年々増加し、令和２年で団体登録人数 986 人、

個人登録人数 171人となっています。 

 

ボランティア登録団体数と登録人数の推移 

※グラフ 

資料：宇治市社会福祉協議会 

 

Ｐ．20 

（７）生活保護世帯数の推移  略 

 

（８）ボランティア登録団体数と登録人数 

ボランティア登録団体数は、令和元年に比べ減少し、令和２年で 48 団体となってい

ます。団体登録人数、個人登録人数は年々増加し、令和２年で団体登録人数 864 人、

個人登録人数 191人となっています。 

 

ボランティア登録団体数と登録人数の推移 

※グラフデータの変更 

資料：宇治市社会福祉協議会 
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№ 初案 最終案 

７ Ｐ.２２ 

２ 地域福祉の現状と課題 

（1）第２期計画期間中の宇治市の状況及び地域福祉の推進状況 

①高齢者支援 

 略 

②障害者支援 

これまでの取組と継続して「宇治市障害者生活支援センター そら」との連携により、

地域の障害者の生活課題や困りごとへの相談対応に積極的に取り組みました。 

（追加） 

 

さらに、平成 18年に国際連合で（略） 

Ｐ.２２ 

２ 地域福祉の現状と課題 

（1）第２期計画期間中の宇治市の状況及び地域福祉の推進状況 

①高齢者支援 

 略 

②障害者支援 

これまでの取組と継続して「宇治市障害者生活支援センター そら」との連携により、

地域の障害者の生活課題や困りごとへの相談対応に積極的に取り組みました。 

また、市内に３ヶ所ある地域生活支援拠点において、緊急時にすぐに相談でき、必

要に応じた対応が図られるよう、取り組んできました。 

さらに、平成 18年に国際連合で（略） 

８ Ｐ.３９ 

２ 地域福祉推進の基本的視点 

【人権尊重】 

Ⅰ 基本的人権を重んじ 誰もが地域で当たり前に暮らせる やすらぎのあるまちづく

りを実現します。 

年齢、国籍、出身地、性別、性的指向・性自認、障害の特性に関係なく、すべての人

の基本的人権と固有の尊厳が尊重され、個性が活かされ合い、住み慣れた地域で当

たり前に、安心して暮らせるまちづくりを実現します。 

【連携・協働】 

  略 

【福祉文化の発展】 

  略 

Ｐ.３９ 

２ 地域福祉推進の基本的視点 

【人権尊重】 

Ⅰ 基本的人権を重んじ 誰もが地域で当たり前に暮らせる やすらぎのあるまちづく

りを実現します。 

年齢、国籍、出身、性別、性的指向・性自認、障害等、すべての人の基本的人権と

固有の尊厳が尊重され、個性が活かされ合い、住み慣れた地域で当たり前に、安心し

て暮らせるまちづくりを実現します。 

【連携・協働】 

  略 

【福祉文化の発展】 

  略 
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№ 初案 最終案 

９ Ｐ.４１ 

４ 第 3期計画における重点取組項目（地域福祉推進の指針） 

 略 

①～③略 

④孤立させない地域づくり・気軽に集まれる地域の活動拠点の確保 

（ひ：人と人との関わりを大切に） 

地域での見守りや声かけを通じて、孤立しがちな人を地域全体で見守るため、地域

と関係団体、関係機関との連携を強化する取組を進めます。 

 

また、住民アンケートの結果では、（略） 

⑤略 

 

Ｐ.４１ 

４ 第 3期計画における重点取組項目（地域福祉推進の指針） 

 略 

①～③略 

④孤立させない地域づくり・気軽に集まれる地域の活動拠点の確保 

（ひ：人と人との関わりを大切に） 

地域での見守りや声かけを通じて、孤立しがちな人を地域全体で見守ることや、新し

く地域住民となった人に対して支援の断絶や地域での孤立を防ぐため、地域と関係団

体、関係機関との連携を強化する取組を進めます。 

また、住民アンケートの結果では、（略） 

⑤略 
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№ 初案 最終案 

10 Ｐ．４４ 

６ 地域福祉推進のプログラムの具体的な取組 

１．安全・安心に暮らせるまちづくり 

一人ひとりの人権が尊重され、（略） 

施策の方向【具体的な取組】 
重
点 関係課 

(1) 個人の尊厳と基本的人権を尊重し、地域の課題解決に向け、地域全体で進め

られる取組を推進・支援します。 

  1 略 
○は  

略 

2 すべての人が安全に安心して利用できるように、公共

施設や道路等の計画的なバリアフリー化やユニバー

サルデザインの普及を推進します。 

 

 

  

○は  

(2) 健康でいきいきと暮らしていくために、こころと体の健康づくりを推進します。 

  3 フレイル予防、各種の（略） 
○め  

（略） 

（追加） 

(3) 災害時の被害を最小限にとどめる取組と地域による防犯・防災の取組を推進し

ます。 

  ４～９ （略） 
 

（略） 

（追加） 
 

Ｐ．４４ 

６ 地域福祉推進のプログラムの具体的な取組 

１．安全・安心に暮らせるまちづくり 

一人ひとりの人権が尊重され、（略） 

施策の方向【具体的な取組】 
重
点 関係課 

(1) 個人の尊厳と基本的人権を尊重し、地域の課題解決に向け、地域全体で進め

られる取組を推進・支援します。 

  1 略 
○は  

略 

2 すべての人が安全に安心して利用できるような公共施

設や道路等の計画的なバリアフリー化やユニバーサ

ルデザインの普及の推進と併せ、交通結節点までの

距離にかかわらず移動が困難な方など、新たな移動

ニーズに対応していくために、既存公共交通との整合

性を図りながら地域に応じた移動手段の確保に取り

組みます。 

○は  

(2) 健康でいきいきと暮らしていくために、こころと体の健康づくりを推進します。 

  3 フレイル予防、各種の（略） 
○め  

（略） 

文化スポーツ課 

(3) 災害時の被害を最小限にとどめる取組と地域による防犯・防災の取組を推進し

ます。 

  ４～９ （略） 
 

（略） 

障害福祉課 
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№ 初案 最終案 

11 Ｐ．４５ 

２．市民が主体となった地域福祉活動の推進 

人材の発掘・育成や支え合い（略） 

施策の方向【具体的な取組】 
重
点 関係課 

(1) 地域福祉活動への参加意欲を持っている人が、気軽に活動に参加できるきっ

かけづくりを支援します。 

  １０～１１ 略 
○や  

（略） 
追加 

(2)  略 

  １２～１３ 略 

(3)  略 

  １４～１６ 略 

(4)  略 

  １７～１９ 略 

(5)  略 

 ２０～２２ 略 
 

Ｐ．４５ 

２．市民が主体となった地域福祉活動の推進 

人材の発掘・育成や支え合い（略） 

施策の方向【具体的な取組】 
重
点 関係課 

(1) 地域福祉活動への参加意欲を持っている人が、気軽に活動に参加できるきっ

かけづくりを支援します。 

  １０～１１ 略 
○や  

（略） 
文化スポーツ課 

(2)  略 

  １２～１３ 略 

(3)  略 

  １４～１６ 略 

(4)  略 

  １７～１９ 略 

(5)  略 

 ２０～２２ 略 
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№ 初案 最終案 

12 P.４６ 

３．ゆるやかな支え合い 

支援が必要な人を地域で（略） 

施策の方向【具体的な取組】 
重
点 関係課 

(1) 一人ひとりの考え方や生活スタイルの違いを尊重しながら、地域で見守り、支援

が必要な人を早期発見、解決へ導く取組を推進します。 

  2 3 認知症や障害特性についての正しい理解の促進や広

報・啓発に積極的に取り組むとともに、当事者組織の結

成やその活動を支援します。 

○は  

略 2 4 地区喜老会やふれあいサロン活動等、地域とのつなが

り・きずなづくりを支援します。 
○ひ  

25～27 略 

(2) 略 

  28 略 

 

P.４６ 

３．ゆるやかな支え合い 

支援が必要な人を地域で（略） 

施策の方向【具体的な取組】 
重
点 関係課 

(1) 一人ひとりの考え方や生活スタイルの違いを尊重しながら、地域で見守り、支援

が必要な人を早期発見、解決へ導く取組を推進します。 

  2 3 障害特性や難病、認知症についての正しい理解の促

進や広報・啓発に積極的に取り組むとともに、当事者

組織の結成やその活動を支援します。 

○は  

略 2 4 喜老会やふれあいサロン活動等、地域とのつながり・き

ずなづくりを支援します。 
○ひ  

25～27 略 

(2) 略 

  28 略 
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№ 初案 最終案 

13 Ｐ．４７ 

４．多様な福祉サービスの創生と展開 

地域で支援を必要としている（略） 

施策の方向【具体的な取組】 
重
点 関係課 

(1)  略 

  ２９～３３ 略 

(2)  略 

  ３４～３５ 略 

(3) 多様な地域課題を包括的・重層的に受け止め、関係機関が連携して解決

へと導く体制を構築します。 

  ３６～３７ 略 
○は  

（略） 

追加 

(4) 略 

   ３８～３９ 略 
 

Ｐ．４７ 

４．多様な福祉サービスの創生と展開 

地域で支援を必要としている（略） 

施策の方向【具体的な取組】 
重
点 関係課 

(1)  略 

  ２９～３３ 略 

(2)  略 

  ３４～３５ 略 

(3) 多様な地域課題を包括的・重層的に受け止め、関係機関が連携して解決へ

と導く体制を構築します。 

  ３６～３７ 略 
○は  

（略） 

保育支援課 

(4) 略 

   ３８～３９ 略 
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№ 初案 最終案 

14 Ｐ.５０ 

１ 地域福祉推進の役割 

本計画は社会福祉法第４条に位置付けられた（略） 

 

○住民：略 

○社会福祉に関する活動を行う人々：略 

○福祉サービス事業者：略 

○社会福祉協議会： 

住民にとってより身近なところでの学び合い、支え合いを通してまちづくりを進

める役割が求められています。 

 

地域福祉推進の中核組織としての役割を担う組織です。 

○行政： 

住民が抱える地域福祉の課題に対応して、 （追加） 施策の総合的展開を図り、

地域における福祉サービス基盤整備と利用促進、福祉のまちづくりに必要な環境整

備を （追加） 進める役割を持っています。 

Ｐ.５０ 

１ 地域福祉推進の役割 

本計画は社会福祉法第４条に位置付けられた（略） 

 

○住民：略 

○社会福祉に関する活動を行う人々：略 

○福祉サービス事業者：略 

○社会福祉協議会： 

住民にとってより身近なところでの様々な課題に取り組んだ学び合い、支え

合いを通して高められた専門的知識・技能を生かして、まちづくりを進める役割

が求められています。 

地域福祉推進の中核組織としての役割を担う組織です。 

○行政： 

住民が抱える地域福祉の課題に対応して、公平な視点を持って、施策の総合的

展開を図り、地域における福祉サービス基盤整備と利用促進、福祉のまちづくりに

必要な環境整備を関係団体や地域組織等と連携を図りながら進める役割を持って

います。 
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№ 初案 最終案 

15 Ｐ.５１ 

２ 第 3期計画の進行管理 

宇治市の地域福祉を推進していくため、（略） 

また、宇治市、宇治市社会福祉協議会、宇治ボランティア活動センター、学区福祉委

員会、宇治市福祉サービス公社において地域福祉推進のプログラムに基づいて事業を

行い、これまでと同様、該当事業について毎年度評価を行い、進捗状況の確認を行い

ます。 

 

＜計画の進行管理・評価のイメージ＞ 

（以下略） 

Ｐ.５１ 

２ 第 3期計画の進行管理 

宇治市の地域福祉を推進していくため、（略） 

また、学区福祉委員会、宇治ボランティア活動センター、宇治市福祉サービス公

社、宇治市社会福祉協議会、宇治市において地域福祉推進のプログラムに基づいて

事業を実施し、該当事業について毎年度評価を行い、これまでと同様、進捗状況の確

認や改革改善に取り組みます。 

 

＜計画の進行管理・評価のイメージ＞ 

（以下略） 

 

※上記以外に、誤字脱字等の軽微な点について修正を行いました。 


